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NEWS
LETTER 　2021年11月号のニュースレターをお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等があれば、当事務所

までお問い合わせください。
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2025年9月号のニュースレターをお届けします。
掲載内容に関してご不明な点等があれば
当事務所までお問い合わせください。
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◆長寿企業の共通点は ”副業” 新たな事業へチャレンジ
◆中小企業新事業進出補助金　新規事業への挑戦を目指す中小企業の設備投資を促進！
◆GSS導入で本年9月から段階的にスタート　オンライン調査等が全税目・法人個人で開始へ
◆群馬の最低賃金、大幅アップ1,063円に　過去最大78円の引き上げ
◆退職金の支給対象となる自己都合退職での勤続年数
◆賞与・退職金制度導入コース
◆賃金規程を見直しませんか？
◆M&A譲渡し情報
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| ボルトングループ | 
〒371-0801 群馬県前橋市文京町3-25-12
【ボルトン税理士法人】  　　　　 TEL：027-223-8160（代）／FAX：027-223-1910
【㈱ボルトン労務管理事務所】  TEL：027-253-7588（代）／FAX：027-253-7589
【㈱北関東Ｍ＆Ａサポート】　   TEL：027-260-8630（代）／FAX：027-223-1910

〒370-0045 群馬県高崎市東町85　須藤ビル1階
【ボルトン税理士法人　須藤会計事務所】 　TEL：027-327-3261（代）／FAX：027-327-3262
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※ 申請にはGビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。取得未了の方は、あらかじめGビズIDプライム
アカウント取得手続きを行ってください。

中小企業新事業進出補助金
新規事業への挑戦を目指す中小企業の設備投資を促進!!

新事業進出補助金 検索

新規事業への進出により、
企業の成長・拡大を図る中小企業の皆様へ

既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援

ｖ

【活用イメージ】

• 機械加工業でのノウハウを活かして、新たに半導体製造装置部品の製造に挑戦

• 医療機器製造の技術を活かして蒸留所を建設し、ウイスキー製造業に進出
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項目 内容

補助対象者 企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等

補助上限額

従業員数20人以下 2,500万円（3,000万円）
従業員数21～50人 4,000万円（5,000万円）
従業員数51～100人 5,500万円（7,000万円）
従業員数101人以上 7,000万円（9,000万円）

※補助下限750万円
※大幅賃上げ特例適用事業者（事業終了時点で①事業場内最低賃金＋50円、②給与支給総額＋
6%を達成）の場合、補助上限額を上乗せ。（上記カッコ内の金額は特例適用後の上限額。）

補助率 1/2

基本要件

中小企業等が、企業の成長・拡大に向けた新規事業(※)への挑戦を行い、
（※事業者にとって新製品(又は新サービス)を新規顧客に提供する新たな挑戦であること）

①付加価値額の年平均成長率が+4.0%以上増加
②1人あたり給与支給総額の年平均成長率が、事業実施都道府県における
最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上、
又は給与支給総額の年平均成長率+2.5%以上増加

③事業所内最低賃金が事業実施都道府県における地域別最低賃金+30円
     以上の水準
④次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等

の基本要件を全て満たす３～５年の事業計画に取り組むこと。

補助事業期間 交付決定日から14か月以内（ただし採択発表日から16か月以内）

補助対象経費
機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、
専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費

その他

• 収益納付は求めません。
• 基本要件②、③が未達の場合、未達成率に応じて補助金返還を求めます。ただし、付加
価値が増加してないかつ企業全体として営業利益が赤字の場合や天災など、事業者の
責めに帰さない理由がある場合は返還を免除します。

※ 公募内容については、予告なく変更する場合があります。申請の際は必ず公募要領をご確認ください。
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公募開始～交付候補者決定 交付決定～補助事業実施
補助事業
終了後

問い合わせ先

【補助事業概要】

【事業スキーム】

新事業進出補助金事務局 （コールバック予約システム）
https://shinjigyou.resv.jp/
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約9割が退職給付制度あり
　上記調査結果から、退職給付制度の実施状
況をまとめると、表1のとおりです。

　退職給付制度がある企業は、回答企業の
88.4％でした。退職給付制度の中では、退職一
時金制度のみが51.0％、退職一時金制度と企
業年金制度が30.3％でした。

　退職一時金制度の導入内容は、社内準備が
58.0％、中小企業退職金共済が32.3％などと
いう状況です（複数回答）。

自己都合退職者への支給
　退職一時金を退職者に支給する場合、就業
規則等で支給される勤続年数に縛りを設ける
ことがあります。従業員が自己都合退職する場
合に、企業はどの程度の勤続年数を条件として
いるのかをまとめると、表2のとおりです。

　全体の結果では3年以上5年未満が39.9％
で最も高く、1年以上2年未満が33.5％で続い
ています。規模別にみると、1,000人以上では2
年以上3年未満が最も高いものの、その他の
規模では3年以上5年未満が最も高くなりまし
た。

　なお、退職一時金の支給額については、自己
都合退職の場合は減額する企業が48.8％、し
ない企業が43.8％で、減額する企業の割合が5
ポイント高くなっています。 

　退職金制度のある企業では、自社の制度と
比較してみてはいかがでしょうか。

退職金の支給対象となる
自己都合退職での勤続年数
ここでは、今年3月に発表された調査結果※から、退職一時金の支給対象となる自己都合退職で
の最低勤続年数に関するデータをご紹介します。

内閣官房「令和6年度民間企業における退職給付制度の
実態に関する調査」より作成

【表1】 退職給付制度の実施状況 （％）
退職一時金制度のみ 51.0
退職一時金制度と企業年金制度 30.3
企業年金制度のみ 7.1
ない 10.2
不明 1.5
全体 100.0

※内閣官房「令和 6年度民間企業における退職給付制度の実態に関する調査」
　従業員規模 50人以上の企業を対象に無作為に抽出した 3,851社に対して、2024年 9月～12月に実施された調査です。詳細は次の URLのページから確
認いただけます。https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/minkan_taisyokukyufu_r06.html

制限なし 6ヶ月未満 6ヶ月以上
１年未満

1年以上 
2年未満

2年以上 
3年未満

3年以上 
5年未満 5年以上 支給なし

50人～99人 1.9 1.0 1.0 33.0 9.7 43.7 8.7 1.0
100人～499人 4.6 0.0 3.1 34.6 11.5 40.0 6.2 0.0
500人～999人 8.8 0.0 0.0 32.4 8.8 38.2 11.8 0.0
1,000人以上 7.1 0.0 0.0 28.6 35.7 14.3 14.3 0.0
全体 4.3 0.4 1.8 33.5 11.7 39.9 8.2 0.4

【表2】 自己都合退職時の退職一時金支給対象となる最低勤続年数別の割合 （％）

内閣官房「令和6年度民間企業における退職給付制度の実態に関する調査」より作成

社会保険労務士法人ローム
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※ 本コースにおける「賞与・退職金」の定義は、P.８及び次ページをご参照ください。
なお、退職金については制度導入に際して、積立・拠出費用を事業主が負担する制度であるこ

とを明記する必要があります。

※ 過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給
を受けている場合は、本コースの支給対象外となります。

（健康診断制度を新たに設け、実施した場合の助成のみを受けている場合を除く。）

次のすべてに該当する労働者が対象です。２ 対象となる労働者

①

賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日（制度施行日。以下「新設日」という。）

の前日から起算して３か月以上前の日から新設日以降６か月以上の期間※１継続して、支給対象

事業主に雇用されている有期雇用労働者等

②
賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てを

した日以降の６か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること

③
賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の

３親等以内の親族※２以外の者

④ 支給申請日において離職※３していない者

※１ 新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は
出勤日と見なす。

※２ 民法（明治29年法律第89号）第725条第１号に規定する血族のうち３親等以内の者、同条第２号に規定する配偶者
および同条第３号に規定する姻族をいう。

※３ 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責
めに帰すべき理由による解雇を除く。

就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、

賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。

１ 支給額 １事業所当たりの助成額は以下のとおりです。

Ⅱ-４ 賞与・退職金制度導入コース

48

賞与又は退職金制度
いずれかを導入

賞与及び退職金制度
を同時に導入

中 小 企 業 4 0万円 5 6万8 , 00 0円

大 企 業 3 0万円 4 2万6 , 00 0円

制 度

企業規模

※１事業所当たり１回のみ
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ご相談は株式会社ボルトン労務管理事務所へ！ 



 
TEL:027-253-7588   mail: contact@salireroukan.co.jp 

TEL：027-253-7588    

mail: contact@bolton-roukan.co.jp 
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業種 所在地 売上高 譲渡希望額

     プラスチック射出成型 神奈川県 1億円未満 応相談

足場 関東～東北 8億円 応相談

ハーネス製造 関東地方 5～10億円 応相談

注文住宅建築 関東地方 5～10億円 応相談

訪問看護／居宅介護支援 関東地方 6,500万円 応相談

オートコール 関東地方 5～10億円 応相談

不動産売買業 関東地方 5～10億円 応相談

システム開発業 関東地方 1～5億円 応相談

土木工事業 関東地方 1～5億円 応相談

M ＆ A 譲 渡 し 情 報    

お問い合わせ先 ㈱北関東M＆Aサポート ☎ 027-260-8630
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